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建設業法第２４条の８第３項の規定による閲覧について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の８第１

項及び建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第７条の４の規定により、発注者

から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結し

た下請代金の額が４，５００万円（建築一式工事の場合は７，０００万円）以上の場合

には、建設工事の適切な施工を確保するため、施工体制台帳を作成して、工事現場に備

え置かなければならないこととされています。 

また、法第２４条の８第３項の規定に基づき、工事現場に備え置かれた施工体制台帳

について、発注者から閲覧の請求があったときは、これを発注者の閲覧に供しなければ

ならないこととされているところです。 

今般、デジタル技術の活用による国民生活の利便性の向上等の観点から、同項の規定

に基づく閲覧について、デジタル技術を活用した方法により行うことが可能であること

を明確化した改正内容の周知依頼がありました。 
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆様に

対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

（添付資料） 

 別紙 国土交通省通知文 

 

以 上 

 

 
 

 

（担当）事業部 山中 

TEL 03-3551-9396 

FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 


